
 愛知県（建設部門・農林水産部門・企業庁）及び県関係団体（愛知県道路公社、愛知県住宅供給公

社、公益財団法人愛知水と緑の公社、公益財団法人愛知県都市整備協会）が発注する建設工事、設

計・測量・建設コンサルタント等業務に関する入札参加資格審査の申請受付を行います。 

１ 受付期間・方法 

（１）受付期間：令和４年１月４日（火）から令和４年２月１５日（火）まで

（２）申請方法：あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）による電子申請 

２ 要件 

（１）建設工事 

  ① 資格審査を希望する業種について、建設業法第３条に基づく建設業の許可（許可の更新申

請中のものを含む。）を受けていること。 

  ② 資格審査を希望する業種について、審査基準日（決算日）が令和２年７月１日から令和３

年６月３０日の間にある、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていること。 

    ただし、決算期の変更等により審査基準日（決算日）が上記期間に該当しない場合には、申

請時に変更後の審査基準日における経営事項審査の総合評定値の通知があるときに限り、こ

の要件を満たしているものとします。 

  ③ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の各号に該当する者でないこと。 

  ④ 愛知県が指定する愛知県税及び国税が未納でないこと。 

  ⑤ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）及び雇用保険に加入していること（適用除外の場合を

除く。） 

  ⑥「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「愛知県が行う調達契

約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。 

（２）設計・測量・建設コンサルタント等業務 

  上記（１）③、④、⑤及び⑥のほか、営業に関して必要とされる登録があること。 

３ 必要書類等 

① 国税（及び愛知県税）の納税証明書 

    本店所在地を管轄する税務署で様式その３の３（法人の場合）又は様式その３の２（個人

の場合）の交付を受けてください。 

 ※ 愛知県税については、電子申請の中で管理番号（法人の場合）又は固有番号（個人の場合）

を入力する必要がありますので、事前に御自身の番号を確認してください。愛知県で納税状

況を確認します。 

     管理番号：法人県民税・事業税の確定申告書に記載してある９桁の管理番号 

     固有番号：個人事業税の納税通知書に記載してある１２桁の固有番号 
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② 社会保険・雇用保険の届出が確認できるもの（領収書の写し等） 

③ 資本関係又は人的関係に関する申告書（該当する者がいない場合は提出不要） 

設計・測量・建設コンサルタント等業務は、①、②、③に加え、下記④、⑤の書類が必要です。 

  ④ 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は代表者の身元証明書及び登記されていないこ

との証明書 

  ⑤ 次の３業種の申請を希望する方は、当該業種に係る登録を確認できる書類の写し 

・建築設計：建築士事務所登録証等 

・一般測量又は航空写真測量：測量業者登録証等 

    （支店等を契約締結営業所とする場合は、その支店等が当該営業を営む営業所として登録

されていることがわかるものを提出してください。） 

（注意事項） 

 ・①及び④については、入札参加資格審査申請時から３か月以内のものに限ります。（コピー可） 

 ・②については、直近のものに限ります。（コピー可） 

 ・①②③④⑤については、別途郵送してください。 

 ◎申請要領・詳細については、令和３年１２月初旬に愛知県建設局土木部建設総務課のホームペ

ージ（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/）に掲載予定です。 

４ 問い合わせ先 

 ・電子申請の関係について  あいち電子調達共同システムヘルプデスク 0120-059-399 

 ・要領・必要書類等について 建設局土木部建設総務課契約第一グループ 052-954-6608 

               農林基盤局農地部農林総務課契約グループ 052-954-6394 

               企業庁管理部総務課契約グループ     052-954-6671 

≪参考：総合点数の算定≫ 

（１）建設工事 

（別記）「建設工事における総合点数の算定について」参照 

（２）設計・測量・建設コンサルタント等業務 

３×Ａ＋Ｂ＋５×Ｃ＋Ｄ（３００点満点） 

     Ａ；年間平均実績高の点数  Ｂ：自己資本額の点数 

     Ｃ：有資格者数の点数    Ｄ：営業年数の点数 



（別記）建設工事における総合点数の算定について 

〇総合点数算定式 

 総 合 点 数＝経営事項評価点数＋成績評価点数 

 成績評価点数＝工事成績評価点数＋優良工事表彰点数＋地域貢献点数 

＋社会的取組評価点数（※）－指名停止等経歴点数 

〇新規評価項目の要件 

 １）協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用 

【要件】名古屋保護観察所に協力雇用主としての登録を受け、保護観察対

象者等（同一人物）を継続して３か月以上雇用していること

 ２）健康づくりの推進 

【要件】｢愛知県健康経営推進企業｣の登録を受けていること

○社会的取組点数の配点について 

社会的取組評価点数の各項目は、要件を満たしている場合１項目あたり１０

点を付与しますが、５０点を上限とします（８項目全て要件を満たしている場

合でも５０点の付与）。 

※社会的取組評価点数の評価項目 

① 自動車エコ事業所の認定 

② 障害者法定雇用率の達成 

③ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録 

④ あいちっこ家庭教育応援企業への賛同 

⑤ くるみん認定（プラチナくるみん認定を含む） 

⑥ エコモビリティライフの推進 

⑦ 協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用（新規） 

⑧ 健康づくりの推進（新規） 



２０２１年９月１日 

愛 知 県 建 設 局  

令和４・５年度入札参加資格審査について（建設工事） 

令和４・５年度入札参加資格審査において、建設工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の

算定基礎となる成績評価点数の項目に新たに以下の項目を追加する予定です。 

（総合点数＝経営事項評価点数（総合評定値）＋成績評価点数） 

【留意点】 

今回のご案内は、来年１月以降に予定する入札参加資格申請に関し、主な改正内容（総合点

数の評価項目の追加）を事前にお知らせするものです。 

総合点数の算定方法の詳細は、令和３年１２月に公表予定の申請要領でご確認下さい。 

今回追加予定の全ての項目は、入札参加資格審査申請時点で証明等を受けている場合に評価

の対象となります。 

【問い合わせ先】 

 〇 入札参加資格審査全般に関すること 

   愛知県建設局土木部建設総務課 契約第一グループ（052-954-6608） 

 〇 「協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用」の項目に関すること 

   愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ（052-954-6367） 

 〇 ｢健康づくりの推進｣の項目に関すること 

   愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 健康づくりグループ（052-954-6269） 

協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用 

名古屋保護観察所に協力雇用主としての登録を受け、保護観察対象者等（同一人物）を継

続して３か月以上雇用していること。

健康づくりの推進 

愛知県健康経営推進企業の登録を受けていること。

☆ 協力雇用主の登録制度とは 

 刑務所出所者等の就労支援や雇用の確保のための取組みとして、刑務所出所者等の雇用に協

力いただける企業を保護観察所において登録する制度です。 

（詳細：法務省保護局 Web ページ）

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html

（保護観察対象者等の雇用に関する証明書：愛知県労働局就業促進課 Web ページ） 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2020-401.html

☆ 愛知県健康経営推進企業の登録制度とは 

従業員の健康を重要な経営資源と捉え、積極的に従業員の健康保持・増進を目指す「健康経

営」の取組を行う企業及び団体を「愛知県健康経営推進企業」として登録する制度です。 

（詳細：愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 Web ページ）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/kenko-keiei.html


